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【手続補正書】
【提出日】令和2年9月1日(2020.9.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　コンタクト電極（８１、８１ａ、８１ｂ）を有する半導体装置であって、
　支持基板（１１）、埋込絶縁膜（１２）、活性層（１３）が順に積層された半導体基板
（１０）と、
　前記活性層に形成され、当該活性層を引抜領域（３２、３２ａ、３２ｂ）を含む複数の
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領域に区画するトレンチ分離部（２０）と、
　前記引抜領域に前記半導体基板の主面（１０ａ）から前記支持基板に達するように貫通
孔（８２）が形成されており、前記貫通孔に配置されて前記支持基板と電気的に接続され
る前記コンタクト電極と、を備え、
　前記コンタクト電極は、前記半導体基板の面方向に沿った幅において、前記支持基板と
接触する部分の最小幅（Ｌ１）が前記活性層内に位置する部分の最小幅（Ｌ２）よりも広
くされており、さらに、前記半導体基板の主面に位置する部分の幅が前記最小幅よりも広
くされている半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項７】
　支持基板（１１）、埋込絶縁膜（１２）、活性層（１３）が順に積層された半導体基板
（１０）と、
　前記活性層に形成され、当該活性層を引抜領域（３２、３２ａ、３２ｂ）を含む複数の
領域に区画するトレンチ分離部（２０）と、
　前記引抜領域に前記半導体基板の主面（１０ａ）から前記支持基板に達するように貫通
孔（８２）が形成されており、前記貫通孔に配置されて前記支持基板と電気的に接続され
るコンタクト電極（８１、８１ａ、８１ｂ）と、を備える半導体装置の製造方法であって
、
　前記半導体基板を用意することと、
　前記活性層に、前記トレンチ分離部を構成する溝部（２１）を形成すると共に、前記埋
込絶縁膜に達する前記貫通孔を形成することと、
　前記溝部および前記貫通孔に絶縁膜（２２）を配置することにより、前記溝部に前記絶
縁膜が配置された前記トレンチ分離部を構成することと、
　前記貫通孔に配置された前記絶縁膜を除去すると共に、前記貫通孔から露出する前記埋
込絶縁膜を除去し、前記貫通孔を掘り下げることで前記貫通孔から前記支持基板を露出さ
せることと、
　前記貫通孔に前記支持基板と電気的に接続される前記コンタクト電極を形成することと
、を行い、
　前記支持基板を露出させることでは、ウェットエッチングを行って前記埋込絶縁膜を等
方的に除去することにより、対向する側面の間隔において、前記支持基板を露出させる部
分の最小間隔（Ｌ１）が前記活性層内に位置する部分の最小間隔（Ｌ２）より広くなるよ
うにし、
　前記コンタクト電極を形成することでは、前記支持基板と接触する部分の最小幅（Ｌ１
）が前記活性層内に位置する部分の最小幅（Ｌ２）よりも広くなり、さらに、前記前記半
導体基板の主面に位置する部分の幅が前記最小幅よりも広くなるようにする半導体装置の
製造方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成するための請求項１では、コンタクト電極（８１、８１ａ、８１ｂ）を
有する半導体装置であって、支持基板（１１）、埋込絶縁膜（１２）、活性層（１３）が
順に積層された半導体基板（１０）と、活性層に形成され、当該活性層を引抜領域（３２
、３２ａ、３２ｂ）を含む複数の領域に区画するトレンチ分離部（２０）と、引抜領域に
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半導体基板の主面（１０ａ）から支持基板に達するように貫通孔（８２）が形成されてお
り、貫通孔に配置されて支持基板と電気的に接続されるコンタクト電極と、を備え、コン
タクト電極は、半導体基板の面方向に沿った幅において、支持基板と接触する部分の最小
幅（Ｌ１）が活性層内に位置する部分の最小幅（Ｌ２）よりも広くされており、さらに、
半導体基板の主面に位置する部分の幅が最小幅よりも広くされている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、請求項７は、請求項１に関する製造方法であり、半導体基板を用意することと、
活性層に、トレンチ分離部を構成する溝部（２１）を形成すると共に、埋込絶縁膜に達す
る貫通孔を形成することと、溝部および貫通孔に絶縁膜（２２）を配置することにより、
溝部に絶縁膜が配置されたトレンチ分離部を構成することと、貫通孔に配置された絶縁膜
を除去すると共に、貫通孔から露出する埋込絶縁膜を除去し、貫通孔を掘り下げることで
貫通孔から支持基板を露出させることと、貫通孔に支持基板と電気的に接続されるコンタ
クト電極を形成することと、を行い、支持基板を露出させることでは、ウェットエッチン
グを行って埋込絶縁膜を等方的に除去することにより、対向する側面の間隔において、支
持基板を露出させる部分の最小間隔（Ｌ１）が活性層内に位置する部分の最小間隔（Ｌ２
）より広くなるようにし、コンタクト電極を形成することでは、支持基板と接触する部分
の最小幅（Ｌ１）が活性層内に位置する部分の最小幅（Ｌ２）よりも広くなり、さらに、
半導体基板の主面に位置する部分の幅が最小幅よりも広くなるようにしている。
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